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亀 山 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

 

 



亀 山 市 条 例 第    号  

 

   亀 山 市 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 （ 亀 山 市 税 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  亀 山 市 税 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ５ ０ 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 １ ２ 条 第 ２ 項 中 「 外 国 法 人 」 を 「 法 の 施 行 地 に 本 店 又 は 主 た

る 事 務 所 若 し く は 事 業 所 を 有 し な い 法 人 （ 以 下 こ の 節 に お い て

「 外 国 法 人 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 そ の 事 業 が 行 わ れ る 場 所 で 地 方

税 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ５ 年 政 令 第 ２ ４ ５ 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ）

第 ４ ６ 条 の ４ に 規 定 す る 場 所 を も っ て 」 を 「 恒 久 的 施 設 （ 法 人 税

法 第 ２ 条 第 １ ２ 号 の １ ８ に 規 定 す る 恒 久 的 施 設 を い う 。 ） を も っ

て 、 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 令 」 を 「 地 方 税 法 施 行 令 （ 昭 和  

２ ５ 年 政 令 第 ２ ４ ５ 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 」 に 改 め る 。  

  第 １ ７ 条 第 ５ 項 中 「 第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ ６ 号 」 を 「 第 ２ ３ 条 第

１ 項 第 １ ７ 号 」 に 改 め る 。  

  第 ２ ０ 条 中 「 １ ０ ０ 分 の １ ２ ． ３ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の ９ ． ７ 」 に

改 め る 。  

  第 ４ ３ 条 第 ２ 項 中 「 法 の 施 行 地 に 」 の 次 に 「 本 店 若 し く は 」 を

加 え 、 「 、 法 の 施 行 地 外 に そ の 源 泉 が あ る 所 得 に つ い て 」 を 削 り 、

同 条 第 ５ 項 中 「 第 ７ ４ 条 第 １ 項 」 の 次 に 「 又 は 第 １ ４ ４ 条 の ６ 第

１ 項 」 を 加 え 、 「 第 １ ４ ５ 条 」 を 「 第 １ ４ ４ 条 の ８ 」 に 改 め る 。  

  第 ４ ６ 条 第 １ 項 中 「 第 ７ ４ 条 第 １ 項 」 の 次 に 「 又 は 第  

１ ４ ４ 条 の ６ 第 １ 項 」 を 加 え る 。  

  第 ６ ２ 条 及 び 第 ６ ４ 条 中 「 第 １ ０ 号 の ７ 」 を 「 第 １ ０ 号 の

９ 」 に 改 め る 。  

  第 ９ １ 条 第 １ 号 ア 中 「 １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ０ ０ ０ 円 」 に

改 め 、 同 号 イ 中 「 １ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め 、

同 号 ウ 中 「 １ ， ６ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ４ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 エ



中 「 ２ ， ５ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ， ７ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 ア

を 次 の よ う に 改 め る 。  

   ア  軽 自 動 車  

    ２ 輪 の も の （ 側 車 付 の も の を 含 む 。 ） 年 額  ３ ， ６ ０ ０ 円  

    ３ 輪 の も の  年 額  ３ ， ９ ０ ０ 円  

    ４ 輪 以 上 の も の  

     乗 用 の も の  

      営 業 用  年 額  ６ ， ９ ０ ０ 円  

      自 家 用  年 額  １ ０ ， ８ ０ ０ 円  

     貨 物 用 の も の  

      営 業 用  年 額  ３ ， ８ ０ ０ 円  

      自 家 用  年 額  ５ ， ０ ０ ０ 円  

  第 ９ １ 条 第 ２ 号 イ 中 「 １ ， ６ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ４ ０ ０ 円 」 に 、

「 ４ ， ７ ０ ０ 円 」 を 「 ５ ， ９ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 号 中  

「 ４ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ６ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

   附 則 第 ８ 条 の ２ 中 「 第 ４ ０ 条 第 ３ 項 後 段 （ 同 条 第 ６ 項 か ら 第  

１ ０ 項 ま で 」 の 次 に 「 及 び 第 １ １ 項 （ 同 条 第 １ ２ 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 「 公 益

法 人 等 （ 同 条 第 ６ 項 か ら 第 １ ０ 項 ま で 」 を 「 公 益 法 人 等 （ 同 条 第

６ 項 か ら 第 １ １ 項 ま で 」 に 、 「 を 同 法 第 ４ ０ 条 第 ３ 項 」 を 「 を 同

条 第 ３ 項 」 に 、 「 租 税 特 別 措 置 法 第 ４ ０ 条 第 ６ 項 か ら 第 １ ０ 項 ま

で 」 を 「 同 法 第 ４ ０ 条 第 ６ 項 か ら 第 １ １ 項 ま で 」 に 改 め る 。  

附 則 第 １ ０ 条 か ら 第 １ ２ 条 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 １ ０ 条 か ら 第 １ ２ 条 ま で  削 除  

附 則 第 １ ４ 条 の ３ 中 「 附 則 第 ４ １ 条 第 １ 項 」 を 「 附 則 第 ３ ７ 条

第 １ 項 」 に 改 め る 。  

 附 則 第 １ ５ 条 第 １ 項 中 「 平 成 ２ ７ 年 度 」 を 「 平 成 ３ ０ 年 度 」 に

改 め る 。  

 附 則 第 １ ７ 条 の ２ の 見 出 し 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第 ６ 号 」 を

「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第 １ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 附 則 第  



１ ５ 条 第 ３ ７ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ４ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同

条 第 ６ 項 と し 、 同 条 第 ２ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ９ 項 」 を 「 附 則 第

１ ５ 条 第 ８ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、 同 条 第 １ 項 を 同

条 第 ４ 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の ３ 項 を 加 え る 。  

  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、     

３ 分 の １ と す る 。  

２  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、     

２ 分 の １ と す る 。  

３  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、     

２ 分 の １ と す る 。  

 附 則 第 １ ７ 条 の ２ に 次 の ２ 項 を 加 え る 。  

７  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ７ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、     

３ 分 の ２ と す る 。  

８  法 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ８ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、     

４ 分 の ３ と す る 。  

 附 則 第 １ ８ 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

９  法 附 則 第 １ ５ 条 の １ ０ 第 １ 項 の 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に つ い て 、

同 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は 、 当 該 耐 震 基 準 適 合 家

屋 に 係 る 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 か ら ３ 月 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 し た 申 告 書 に 施 行 規 則 附 則 第 ７ 条 第 １ １ 項 に 規 定 す る

補 助 に 係 る 補 助 金 確 定 通 知 書 の 写 し 、 建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促 進

に 関 す る 法 律 （ 平 成 ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） 第 ７ 条 又 は 附 則 第 ３

条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 写 し 及 び 当 該 耐 震 改 修 後 の 家 屋 が

令 附 則 第 １ ２ 条 第 ２ ４ 項 に 規 定 す る 基 準 を 満 た す こ と を 証 す る

書 類 を 添 付 し て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 納 税 義 務 者 の 住 所 及 び 氏 名 又 は 名 称  

（ ２ ） 家 屋 の 所 在 、 家 屋 番 号 、 種 類 、 構 造 及 び 床 面 積  

（ ３ ） 家 屋 の 建 築 年 月 日 及 び 登 記 年 月 日  

（ ４ ） 耐 震 改 修 が 完 了 し た 年 月 日  

（ ５ ） 施 行 規 則 附 則 第 ７ 条 第 １ １ 項 に 規 定 す る 補 助 の 算 定 の 基 礎



と な っ た 当 該 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 係 る 耐 震 改 修 に 要 し た 費 用  

 （ ６ ） 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 か ら ３ 月 を 経 過 し た 後 に 申 告 書 を 提

出 す る 場 合 に は 、 ３ 月 以 内 に 提 出 す る こ と が で き な か っ た 理

由  

  附 則 第 ２ ９ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

  （ 軽 自 動 車 税 の 税 率 の 特 例 ）  

第 ２ ９ 条 の ２  法 附 則 第 ３ ０ 条 第 １ 項 に 規 定 す る ３ 輪 以 上 の 軽 自

動 車 に 対 す る 当 該 軽 自 動 車 が 初 め て 道 路 運 送 車 両 法 第 ６ ０ 条 第

１ 項 後 段 の 規 定 に よ る 車 両 番 号 の 指 定 を 受 け た 月 か ら 起 算 し て

１ ４ 年 を 経 過 し た 月 の 属 す る 年 度 以 後 の 年 度 分 の 軽 自 動 車 税 に

係 る 第 ９ １ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 分 の 間 、 次 の 表 の 左

欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の

右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

第 ９ １ 条 第 ２ 号 ア  ３ ， ９ ０ ０ 円  ４ ， ６ ０ ０ 円  

６ ， ９ ０ ０ 円  ８ ， ２ ０ ０ 円  

１ ０ ， ８ ０ ０ 円  １ ２ ， ９ ０ ０ 円  

３ ， ８ ０ ０ 円  ４ ， ５ ０ ０ 円  

５ ， ０ ０ ０ 円   ６ ， ０ ０ ０ 円  

  附 則 第 ３ ３ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 中 「 平 成 ２ ６ 年 度 」 を 「 平 成  

２ ９ 年 度 」 に 改 め る 。  

  附 則 第 ３ ６ 条 第 １ 項 中 「 第 １ ７ 条 及 び 第 １ ９ 条 」 を 「 第  

１ ７ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 第 １ ９ 条 」 に 改 め る 。  

  附 則 第 ３ ６ 条 の ２ 第 ２ 項 中 「 租 税 特 別 措 置 法 」 」 を 「 第  

３ ７ 条 の １ ０ 第 １ 項 」 」 に 、 「 租 税 特 別 措 置 法 第 ３ ７ 条 の １ １ 第

６ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 準 用 さ れ る 同 法 」 を 「 第 ３ ７ 条 の  

１ １ 第 １ 項 」 に 改 め る 。  

  附 則 第 ３ ７ 条 第 ２ 項 中 「 同 法 第 ３ ７ 条 の １ １ の ３ 第 ２ 項 に 規 定

す る 上 場 株 式 等 」 を 「 株 式 等 」 に 改 め 、 「 取 得 を し た も の と 」 の

次 に 「 、 同 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 贈 与 又 は 相 続 若 し く は 遺 贈 に よ り 払



出 し が あ っ た 非 課 税 口 座 内 上 場 株 式 等 を 取 得 し た 市 民 税 の 所 得 割

の 納 税 義 務 者 に つ い て は 、 当 該 贈 与 又 は 相 続 若 し く は 遺 贈 の 時 に 、

そ の 払 出 し 時 の 金 額 を も っ て 当 該 非 課 税 口 座 内 上 場 株 式 等 と 同 一

銘 柄 の 株 式 等 を 取 得 し た も の と 」 を 加 え る 。  

  附 則 第 ４ ３ 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

   第 ６ １ 条 の 規 定 は 、 法 第 ３ ４ ８ 条 第 ２ 項 第 ９ 号 、 第 ９ 号 の ２

又 は 第 １ ２ 号 の 固 定 資 産 に つ い て 法 附 則 第 ４ １ 条 第 ３ 項 の 規

定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 一 般 社 団 法 人 又 は 一 般 財 団 法 人 に

つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ６ １ 条 中 「 公 益 社 団

法 人 若 し く は 公 益 財 団 法 人 」 と あ る の は 、 「 法 附 則 第 ４ １ 条

第 ３ 項 に 規 定 す る 一 般 社 団 法 人 若 し く は 一 般 財 団 法 人 」 と 読

み 替 え る も の と す る 。  

  附 則 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 を 削 る 。  

  附 則 第 ４ ３ 条 の ２ 中 「 附 則 第 ４ １ 条 第 １ ５ 項 各 号 」 を 「 附 則 第  

４ １ 条 第 ９ 項 各 号 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 中 「 附 則 第  

４ １ 条 第 １ ５ 項 」 を 「 附 則 第 ４ １ 条 第 ９ 項 」 に 改 め る 。  

  附 則 第 ４ ４ 条 か ら 第 ４ ５ 条 ま で を 削 り 、 附 則 第 ４ ６ 条 を 附 則 第

４ ４ 条 と す る 。  

（ 亀 山 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  亀 山 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 ２ ５ 年 亀 山 市 条

例 第 ２ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  附 則 第 ４ ２ 条 の ３ の 改 正 規 定 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

  附 則 第 ４ ３ 条 の ２ 中 「 附 則 第 ４ １ 条 第 ９ 項 各 号 」 を 「 附 則 第  

４ １ 条 第 ８ 項 各 号 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 中 「 附 則 第  

４ １ 条 第 ９ 項 」 を 「 附 則 第 ４ １ 条 第 ８ 項 」 に 改 め る 。  

  附 則 第 １ 条 第 ２ 号 中 「 及 び 第 ３ ６ 条 か ら 第 ４ ２ 条 の ３ ま で 」 を

「 、 第 ３ ６ 条 か ら 第 ４ ２ 条 ま で 及 び 第 ４ ２ 条 の ３ 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に



掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

（ １ ） 第 １ 条 中 亀 山 市 税 条 例 第 ２ ０ 条 の 改 正 規 定 及 び 次 条 第 ８ 項 の

規 定  平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 １ 日  

（ ２ ） 第 １ 条 中 亀 山 市 税 条 例 附 則 第 ８ 条 の ２ 及 び 第 ３ ７ 条 第 ２ 項 の

改 正 規 定 並 び に 附 則 第 ４ ４ 条 か ら 第 ４ ５ 条 ま で を 削 り 、 附 則

第 ４ ６ 条 を 附 則 第 ４ ４ 条 と す る 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 ２ 項 及

び 第 ３ 項 の 規 定  平 成 ２ ７ 年 １ 月 １ 日  

（ ３ ） 第 １ 条 中 亀 山 市 税 条 例 第 ９ １ 条 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 ４ 条

及 び 第 ６ 条 （ 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 税 条 例 （ 以

下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 ２ ９ 条 の ２ に 係 る 部 分 を 除

く 。 ） の 規 定  平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日  

（ ４ ） 第 １ 条 中 亀 山 市 税 条 例 第 １ ７ 条 第 ５ 項 の 改 正 規 定 及 び 次 条 第

４ 項 の 規 定  平 成 ２ ８ 年 １ 月 １ 日  

（ ５ ） 第 １ 条 中 亀 山 市 税 条 例 第 １ ２ 条 、 第 ４ ３ 条 、 第 ４ ６ 条 第 １ 項

及 び 附 則 第 ２ ９ 条 の ２ の 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 ７ 項 、 附 則 第

５ 条 及 び 第 ６ 条 （ 新 条 例 附 則 第 ２ ９ 条 の ２ に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） の 規 定  平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日  

（ ６ ） 第 １ 条 中 亀 山 市 税 条 例 附 則 第 １ ４ 条 の ３ 、 第 ３ ６ 条 第 １ 項 及

び 第 ３ ６ 条 の ２ 第 ２ 項 の 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 ５ 項 及 び 第 ６

項 の 規 定  平 成 ２ ９ 年 １ 月 １ 日  

（ ７ ） 第 １ 条 中 亀 山 市 税 条 例 第 ６ ２ 条 及 び 第 ６ ４ 条 の 改 正 規 定  子

ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 ２ ４ 年 法 律 第 ６ ５ 号 ） の 施 行 の 日  

 （ 市 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 新 条 例 の 規 定 中 個 人 の 市 民

税 に 関 す る 部 分 は 、 平 成 ２ ６ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に

つ い て 適 用 し 、 平 成 ２ ５ 年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民 税 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  新 条 例 附 則 第 ８ 条 の ２ の 規 定 は 、 平 成 ２ ７ 年 度 以 後 の 年 度 分 の

個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 平 成 ２ ６ 年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民

税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  



３  新 条 例 附 則 第 ３ ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 平 成 ２ ７ 年 度 以 後 の 年 度

分 の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 す る 。  

４  新 条 例 第 １ ７ 条 第 ５ 項 の 規 定 は 、 平 成 ２ ８ 年 度 以 後 の 年 度 分 の

個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 平 成 ２ ７ 年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民

税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

５  新 条 例 附 則 第 １ ４ 条 の ３ 及 び 第 ３ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 平 成  

２ ９ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 平 成 ２ ８

年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

６  新 条 例 附 則 第 ３ ６ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 は 、 平 成 ２ ９ 年 度 以 後 の

年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 す る 。  

７  次 項 に 定 め る も の を 除 き 、 新 条 例 の 規 定 中 法 人 の 市 民 税 に 関 す

る 部 分 は 、 前 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 開 始 す る 事

業 年 度 分 の 法 人 の 市 民 税 及 び 同 日 以 後 に 開 始 す る 連 結 事 業 年 度 分

の 法 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 分 の

法 人 の 市 民 税 及 び 同 日 前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 の 市 民

税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

８  新 条 例 第 ２ ０ 条 の 規 定 は 、 前 条 第 １ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日

以 後 に 開 始 す る 事 業 年 度 分 の 法 人 の 市 民 税 及 び 同 日 以 後 に 開 始 す

る 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 開 始

し た 事 業 年 度 分 の 法 人 の 市 民 税 及 び 同 日 前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年

度 分 の 法 人 の 市 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 （ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ３ 条  別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 新 条 例 の 規 定 中 固 定 資 産 税

に 関 す る 部 分 は 、 平 成 ２ ６ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い

て 適 用 し 、 平 成 ２ ５ 年 度 分 ま で の 固 定 資 産 税 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。  

２  新 条 例 附 則 第 １ ７ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日

以 後 に 取 得 さ れ る 地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 ２ ６ 年

法 律 第 ４ 号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年

法 律 第 ２ ２ ６ 号 。 以 下 「 新 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第



１ 号 に 規 定 す る 施 設 又 は 設 備 に 対 し て 課 す べ き 平 成 ２ ７ 年 度 以 後

の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 す る 。  

３  新 条 例 附 則 第 １ ７ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日

以 後 に 取 得 さ れ る 新 法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 施 設

又 は 設 備 に 対 し て 課 す べ き 平 成 ２ ７ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産

税 に つ い て 適 用 す る 。  

４  新 条 例 附 則 第 １ ７ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日

以 後 に 取 得 さ れ る 新 法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 施 設

又 は 設 備 に 対 し て 課 す べ き 平 成 ２ ７ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産

税 に つ い て 適 用 す る 。  

５  新 条 例 附 則 第 １ ７ 条 の ２ 第 ７ 項 の 規 定 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日

以 後 に 取 得 さ れ る 新 法 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ７ 項 に 規 定 す る 設 備 に 対

し て 課 す べ き 平 成 ２ ７ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適

用 す る 。  

６  新 条 例 附 則 第 １ ７ 条 の ２ 第 ８ 項 の 規 定 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日

以 後 に 取 得 さ れ る 新 法 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ８ 項 に 規 定 す る 機 器 に 対

し て 課 す べ き 平 成 ２ ７ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適

用 す る 。  

７  新 条 例 附 則 第 １ ８ 条 第 ９ 項 の 規 定 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 以 後

に 耐 震 改 修 が 行 わ れ る 同 項 に 規 定 す る 耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 対 し て

課 す べ き 平 成 ２ ７ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 す

る 。  

 （ 軽 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ４ 条  新 条 例 第 ９ １ 条 の 規 定 は 、 平 成 ２ ７ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 軽

自 動 車 税 に つ い て 適 用 し 、 平 成 ２ ６ 年 度 分 ま で の 軽 自 動 車 税 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

第 ５ 条  新 条 例 附 則 第 ２ ９ 条 の ２ の 規 定 は 、 平 成 ２ ８ 年 度 以 後 の 年

度 分 の 軽 自 動 車 税 に つ い て 適 用 す る 。  

２  平 成 １ ５ 年 １ ０ 月 １ ４ 日 前 に 初 め て 道 路 運 送 車 両 法 （ 昭 和 ２ ６

年 法 律 第 １ ８ ５ 号 ） 第 ６ ０ 条 第 １ 項 後 段 の 規 定 に よ る 車 両 番 号 の



指 定 を 受 け た ３ 輪 以 上 の 軽 自 動 車 に 対 し て 課 す る 軽 自 動 車 税 に 係

る 新 条 例 附 則 第 ２ ９ 条 の ２ の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 受

け た 月 」 と あ る の は 、 「 受 け た 月 の 属 す る 年 の １ ２ 月 」 と す る 。  

第 ６ 条  平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 以 前 に 初 め て 道 路 運 送 車 両 法 第 ６ ０

条 第 １ 項 後 段 の 規 定 に よ る 車 両 番 号 の 指 定 を 受 け た ３ 輪 以 上 の 軽

自 動 車 に 対 し て 課 す る 軽 自 動 車 税 に 係 る 新 条 例 第 ９ １ 条 及 び 新 条

例 附 則 第 ２ ９ 条 の ２ の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲

げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲

げ る 字 句 と す る 。  

新 条 例 第 ９ １ 条 第 ２

号 ア  

 ３ ， ９ ０ ０ 円  ３ ， １ ０ ０ 円  

６ ， ９ ０ ０ 円  ５ ， ５ ０ ０ 円  

１ ０ ， ８ ０ ０ 円  ７ ， ２ ０ ０ 円  

３ ， ８ ０ ０ 円  ３ ， ０ ０ ０ 円  

 ５ ， ０ ０ ０ 円  ４ ， ０ ０ ０ 円  

新 条 例 附 則 第 ２ ９ 条

の ２ の 表 以 外 の 部 分  

第 ９ １ 条  亀 山 市 税 条 例 等 の

一 部 を 改 正 す る 条

例 （ 平 成 ２ ６ 年 亀

山 市 条 例 第  号 。

以 下 こ の 条 に お い

て 「 平 成 ２ ６ 年 改

正 条 例 」 と い

う 。 ） 附 則 第 ６ 条

の 規 定 に よ り 読 み

替 え て 適 用 さ れ る

第 ９ １ 条  

新 条 例 附 則 第 ２ ９ 条

の ２ の 表 第 ９ １ 条 第

２ 号 ア の 項  

第 ９ １ 条 第 ２ 号

ア  

平 成 ２ ６ 年 改 正 条

例 附 則 第 ６ 条 の 規

定 に よ り 読 み 替 え

て 適 用 さ れ る 第  

 



  ９ １ 条 第 ２ 号 ア  

  ３ ， ９ ０ ０ 円   ３ ， １ ０ ０ 円  

 ６ ， ９ ０ ０ 円   ５ ， ５ ０ ０ 円  

１ ０ ， ８ ０ ０ 円   ７ ， ２ ０ ０ 円  

 ３ ， ８ ０ ０ 円   ３ ， ０ ０ ０ 円  

 ５ ， ０ ０ ０ 円   ４ ， ０ ０ ０ 円  
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